　　　　　　　　　　金銭消費貸借並びに債権質権設定契約書

債権者＊＊＊＊株式会社を甲、債務者＊＊＊＊を乙とし、甲乙は、本日、以下の内容による債権質権契約を締結する。

第１条　甲は、乙に対し、本日、次の契約のもとに乙の事業運転資金として金＊＊万円を貸し渡し、乙はこれを受領し、借用した。

１、弁済期　平成＊＊年＊＊月＊＊日

２、利率　年＊＊割＊＊分

３、利息の支払方法　毎月末日に限り当月分を支払うこと

４、遅延損害金　年＊＊割＊＊分

５、弁済方法　甲の本社に持参または送金して支払う

第２条　乙が次の各号の一つにあたる場合は、乙は、期限の利益を失い、ただちに前条の金員から既払い金を控除した残額及びこれに対する前条４条の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

１、仮差押、仮処分、差押又は競売開始の決定を受け、又は滞納処分を受けたとき

２、手形、小切手の不渡りにより銀行等から取引停止処分を受け、又は支払不能の状態に陥ったとき

３、破産、民事再生、会社更正手続若しくは特別清算開始の申立を受け、又は申立をしたとき

４、解散したとき

５、本契約の条項に違反したとき

第３条　前条の場合、甲と乙は、甲乙間の取引によって生じる甲の乙に対する債務と本契約上の乙の甲に対する債務とを、対等額において相殺することができる。

第４条　乙は、本件債務の履行を担保するため、次の債権の上に質権を設定し、債権者甲は、その債権証書（売買契約書）を受領した。

１、債権者　乙

２、債務者　＊＊＊＊株式会社　＊＊＊＊（以下「丙」という。）

３、債権の種類と額　平成＊＊年＊＊月＊＊日付の乙と丙の間の売買契約により、同日、乙が丙に販売した＊＊商品＊＊ダース(単価＊＊円）の商品代金（代金支払時期平成＊＊年＊＊月末日）、金＊＊円也

第５条　乙は、丙に対し、本契約締結後遅滞なく前条の質権者設定を通知し、又はその承諾を得なければならない。

第６条　第４条記載の質権は、本件債権の元本、利息、遅延損害金及び質権実行の費用を担保する。

本契約の成立を証するため本書２通を作成し、各その１通を所持するものとする。

平成＊＊年＊＊月＊＊日

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　＊＊＊＊株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　＊＊＊＊　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）　＊＊＊＊　　印
